
循環型社会形成推進交付金（公共）（浄化槽分）

２０，７７２百万円（１４，３４４百万円）

廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課浄化槽推進室

１．事業の概要

湖沼等公共用水域等の水質汚濁の大きな原因となっている生活排水対策を推

進し良好な水環境や健全な水循環を確保するため、浄化槽整備に対する国の助

成制度の一層の充実・強化を図る。

※この他、内閣府に計上されている地域再生基盤強化交付金（汚水処理施

設整備交付金）により浄化槽整備を推進。

（１）浄化槽整備区域促進特別モデル事業の拡充

平成２１年度より実施している浄化槽整備区域促進特別モデル事業（助

成率１／２）のうち、特に要望の多かった単独処理浄化槽集中転換事業及

び低炭素型社会対応型集中整備事業につき、平成２２年度から平成２４年

度までの３カ年において、各１０カ所の採択枠を追加する。

（２）単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進

① 現在９万円を上限としている撤去費用の助成対象事業費につき、単独処

理浄化槽の撤去に必要な費用を勘案した経費に変更する。

※２０万円を基準額の上限に変更

② 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する際に併せて必要となる、

家屋等からの排水設備の設置に要する費用について助成対象とする。

（３）個人設置型の浄化槽における公的負担割合の見直し

個人設置型の浄化槽について、助成対象事業費（公的負担割合）を現在

の「４０％」から「５０％」に引き上げる。

（４）計画策定調査費の拡充（市町村設置型における拡充支援）

① 「（下水道計画の新たな策定予定が無く）新たに浄化槽整備区域を設定

し、市町村設置型を実施する予定の市町村」に対して、「事業費の3.5％」

から「必要な額」に拡充する。

② 事業計画の改定に要する費用についても助成対象とする。

２．事業計画

助成率：１／３（モデル事業１／２）、助成先：市町村等

３．施策の効果

浄化槽の整備推進により、湖沼等公共用水域等における生活排水対策が進み、

良好な水環境や健全な水循環が確保できる。



浄化槽の整備促進（公共）

○浄化槽整備区域促進特別モデル事業の拡充

○助成制度の改定による浄化槽整備への支援拡充
（１）単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進
・撤去費用にかかる基準額の見直し
・家屋等からの排水設備の設置費用の助成対象化
（２）個人設置型における助成対象事業費（公的負担割合）の見直し
（３）計画策定調査費の拡充
・市町村設置型の拡充支援等

全国の先駆的な事例となりうる事業を選定し、モデル事業として、その取組を支援（助成率１／２）

【当初予算（計５０カ所）】
①浄化槽集中整備事業（市町村設置型）
②高度処理型浄化槽集中整備事業（市町村設置型）
③単独処理浄化槽集中転換事業（市町村設置型）
④防災拠点浄化槽集中整備事業（市町村設置型）
⑤低炭素社会対応型浄化槽集中整備事業（個人設置型・市町村設置型）

【第１次補正予算（計５０カ所）】
①単独処理浄化槽集中転換事業（個人設置型）
②低炭素社会対応型浄化槽集中整備事業（個人設置型・市町村設置型）

【概算要求】（計２０カ所）
①単独処理浄化槽集中転換事業
（個人設置型・市町村設置型）
②低炭素社会対応型浄化槽集中整備事業
（個人設置型・市町村設置型）

２１年度
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２２年度
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